
 





生駒市スポーツ推進計画のあり方について検討資料 

 

●生駒市スポーツ振興基本計画（平成 23 年度～令和 2 年度） 

［後期計画］生駒市スポーツ推進計画（平成 28 年度～令和 2 年度） 

※平成 27 年度中に策定予定であった後期計画を、生駒市教育大綱との整合性を図るため、

平成 28 年度（平成 29 年 2 月）に策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【答申までのスケジュール】 

・教育委員会へ「生駒市スポーツ推進計画のあり方について（諮問）」議案上程（R2.9） 

・教育委員会から生駒市スポーツ推進審議会へ諮問（R2.10） 

令和２年度 第２回生駒市スポーツ推進審議会開催（R2.10） 

令和２年度 第３回生駒市スポーツ推進審議会開催（開催日未定） 

・生駒市スポーツ推進審議会から教育委員会へ答申（R3.2） 

 

生駒市スポーツ推進計画（生駒市スポーツ振興基本計画後期計画）は、計画期間が令和 2 年度

までとなっており、計画に掲げている取り組みの達成状況は 84％と高い水準であるが、重要施

策である「総合型地域スポーツクラブの推進」「障がい者スポーツ活動の推進」については十分

な成果を達成できていないことや、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの延期もあり、引

き続き同計画の取り組みを進める必要がある。 

また、現在問題視されている新型コロナウイルス感染症であるが、感染症対策としての治療薬

やワクチンの開発には一定期間かかると言われており、「新しい生活様式」を踏まえてスポーツ

推進を考える必要があるが、先ずはコロナによる影響の検証等を行った上で、今後の本市のスポ

ーツのあり方について検討することが望ましいと考えられる。 

ついては、この様な状況を鑑み、附属機関である生駒市スポーツ推進審議会に対して「生駒市

スポーツ推進計画」のあり方について諮問を行う。 





新型コロナウィルス感染症対策 購入備品一覧
品名 購入個数 イメージ

１ 非接触型体温計 46個

２ 手指消毒用
アルコール消毒液

500ℓ
（1ℓ×500本）

３ 便座クリーナー 52個

４ 体温検知機能付きカメラ 5台

５ 除菌機能付き
オゾン空気清浄機 13台



新型コロナウィルス感染症対策 購入備品一覧
品名 購入個数 イメージ

6 空調設備（8基） ・滝寺S.C.体育館4基
・総合S.C.体育館4基

防災安全課による避難所を対象とした新型コロナウィルス感染症対策 購入備品

7
気化式大型冷風機

（18台）

・高山S.C.体育館 5台
・北大和体育館 1台
・総合S.C.体育館 4台
・滝寺S.C.体育館 4台
・むかいやま公園体育館 2台
・小平尾南体育館 1台
・井出山体育館 1台

8
スポットクーラー

（6台）

・北大和体育館 1台
・総合公園体育館 1台
・市⺠体育館 1台
・むかいやま公園体育館 1台
・小平尾南体育館 1台
・井出山体育館 1台



 

学校における働き方改革推進本部（第４回） 

議事次第 

 

 

日 時：令和２年９月１日（火）１４：００～１４：４０ 

 

場 所：東館１１階省議室 

 

議 題： 

学校における働き方改革に係る文部科学省の取組状況の進捗状況について 

 

資 料： 

【資料１】学校における働き方改革に係る文部科学省の取組状況の進捗状況 

【資料２】学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

 

【参考資料１】働き方改革取組状況調査や日々のやりとりの中で見取ることができる学校や 

教育委員会が求める業務の削減について 

【参考資料２】新型コロナウイルス感染症にかかる学校の負担軽減に向けた取組について 

【参考資料３】公立学校における働き方改革の推進（全体イメージ） 

【参考資料４】学校における働き方改革推進本部・幹事会の構成員 
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• 小学校高学年については、教科担任制の導入を図
ることで持ち授業時数の軽減を図るとともに、低・中
学年については、各学校の創意工夫を生かした基礎
・基本の重点化やＩＣＴを活用した学びの充実による
標準授業時数の弾力化。

➡具体的方策を「中教審新しい時代の初等中等教育
の在り方特別部会・教育課程部会」で検討

• 10年ごとに30時間の講習を受けるのではなく、10年間
という期間全体の教師の研修歴、履修証明や資格の
取得状況等を評価し、教員免許を更新する仕組みへ
の転換等。

➡具体的方策を「中教審・教員養成部会」で検討

教科担任制の導入と標準授業時数の弾力化

教員免許更新制の実質化

これまでの取組状況と成果 今後の方向性

• 調査を実施し、更新講習に代えることが可能な研修の類型
が明らかになるとともに、研修と免許状更新講習の相互活用
を進めるためには、教委内外の連携体制、各教員の受講履
歴を管理する仕組みが必要なこと等が明らかになった。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により免許状更新講習の
課程の修了が困難な場合に、教員免許状の有効期間の延
長等を行うことが可能であること等について、６月５日付で通
知を発出した。

これまでに示された検討の方向性
（前回（第３回）の推進本部において議論）

部活動の地域移行や複数校合同チーム化

中教審において制度の具体化にむけて検討

更新講習と研修の相互活用に向けた課題を
明確化

学校における働き方改革に係る文部科学省の取組状況①（前回の推進本部開催（R2.1）～現在まで）

• 研修と更新講習の相互活用について先進的取組を行う教委が課
題を克服した方法など具体的な情報提供を行うこと等により各教
委の取組を支援。

• 教員養成部会において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、教員免許更新制度が学びの保障に注力する現職教員や迅
速な人的体制の確保に与える影響の分析に着手。

• 勤務の長時間化や教員不足等の課題も視野に入れ、教員免許
更新制や研修に関して包括的な検証を開始。将来にわたって必
要な教員数と資質能力の確保が両立できるような在り方に関して
総合的な検討を行う。

≪教科担任制の導入≫
• 「論点取りまとめ」（R元.12）を踏まえ、特別部会、教育
課程部会及び教員養成部会において、主に学校規模・
優先的に専科指導の対象とすべき教科の観点や、小
中学校を見通した指導力を身に付けられる教職課程・
免許制度の在り方等について検討を具体化。

≪標準授業時数の弾力化≫
• ２月以降、特別部会及び教育課程部会において議論。

≪教科担任制の導入≫
• R４年度目途に小学校高学年からの教科担任制を導入。
• 義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方について今秋の
中教審・中間まとめに向けて更に検討。

≪標準授業時数の弾力化≫
• 中教審において、総枠としての授業時数は引き続き確保しつつ、
教科等ごとの授業時数の配分について一定の弾力化を認める
仕組みを設けることについて検討中であり、答申にて結論を得る
予定。

令和４年度目途に小学校高学年からの教科担任制
を導入

検討チームにて検討、とりまとめを実施 令和５年度以降、休日の部活動を段階的に地域移行

教員免許更新制に関して包括的な検証を開始

資料１

○改革の方向性
• 部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務であることを踏まえ、部活

動改革の第一歩として、休日に教科指導を行わないことと同様に、休日
に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築

• 部活動の指導を希望する教師は、引き続き休日に指導を行うことができ
る仕組みを構築

• 生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツ・文化活
動を実施できる環境を整備

○具体的な方策
Ⅰ.休日の部活動の段階的な地域移行（令和５年度以降、段階的に実施）
• 休日の指導や大会への引率を担う地域人材の確保
• 保護者による費用負担、地方自治体による減免措置等と国による支援
• 拠点校（地域）における実践研究の推進とその成果の全国展開

Ⅱ.合理的で効率的な部活動の推進
• 都市・過疎地域における合同部活動の推進
• ICT活用の推進
• 地方大会の在り方の整理

• 検討チームにおいて、全国の先進的な取組の事例分析
を行うとともに、８月末のとりまとめに向け、部活動改革を
実現するための「学校の働き方改革も考慮した部活動改
革の考え方」や「具体的な方策」の論点整理を実施。

• とりまとめ案について、学校体育・文化芸術団体、学校
関係団体、教育委員会、地方団体、PTA、学識経験者
等、部活動関係者からヒアリングを実施。

• ８月末に検討チームとして「学校の働き方改革を踏まえ
た部活動改革について」をとりまとめ

• 複数校合同チームによる持続可能な部活動の促進。
• オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーのために
も、自治体や地域、部活動保護者会といった学校とは
別の主体が実施するスポーツ・文化活動に、希望する
教師が兼職・兼業の許可を受けて参加する仕組みの
確立。

➡具体的方策を「部活動の在り方検討チーム」で検討



令和２年度調査の中止、CBT化検討WGに
おける検討
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• 学校に対する調査は、web回答方式で短時間に簡易
に回答できる形式に順次移行。

• 基幹統計（学校基本調査・学校保健統計・学校教員
統計）等については、同データを省内関係局課・教育
委員会で共有（所管又は該当地域部分に限定した二
次利用の活用等）し、この範囲のデータの再調査を原
則禁止。

• 文部科学省各局課や各府省が実施する調査につい
ては、引き続き、初等中等教育局財務課がスクラップ
・アンド・ビルドの観点から精査（原則サンプル調査）。

調査方法の簡略化、調査の精選

改正給特法の着実な実施
改正給特法を踏まえた各自治体の条例化等に向けた取
組及び把握の徹底。

調査の負担軽減、ＣＢＴ（Computer Based Ｔｅｓｔ)化

調査の精選、悉皆調査の削減を実施

≪統計調査≫
• 統計調査については、「文部科学省統計改革推進本部（本部
長：総合局審議官）」において統計調査の実施日程の見直し
やオンライン化推進等による回答しやすい調査を目指した改
革の検討を進め、本年８月に中間報告を取りまとめた。

≪その他調査≫
• その他学校向け調査については、悉皆調査をサンプル調査に
見直すなど、令和元年度末に、今後の削減方針を教育委員
会に通知済み。

• 更に、新型コロナウイルス感染症対策における学校現場の負
担軽減を図るため、令和２年度の学校向けの調査、委託調
査のうち、一部のものを中止または延期。
【令和２年度当初実施予定２０調査のうち９調査は中止】

• 負担軽減の観点から学力調査の各学校での教員によ
る独自の採点等の必要性の検証。

• １人１台情報端末や高速大容量ネットワークの整備を
踏まえ、全国学力・学習状況調査のＣＢＴ化を早期に
実現し、実施時期や自治体独自の学力調査との組み
合わせなどを各自治体で柔軟に設定できる仕組みを確
立。

➡具体的方策を「ＧＩＧＡスクール実現推進本部」で検討

教諭・事務職員の標準職務例の通知

働き方改革の普及啓発、教師の魅力発信

≪改正給特法≫
• 在校等時間等に関する「指針」に係る条例・規則等の整備に向けて、全都道府県・政令市

教育長に大臣・局幹部等から直接依頼。32県において改正給特法の説明会を実施。
• 66県市（約99％）において、既に条例・規則を整備済み又は令和２年度中に整備予定。
• 休日の「まとめ取り」のための１年単位の変形労働時間制導入に係る省令等を制定の上、

条例案やQ&A、パンフレットを作成し、これらを各都道府県等に通知済み（令和２年７月）。
さらに制度の意義や内容等の周知のため、オンライン説明会を開催済み（令和２年８月）。

学校や教師・事務職員等の職務の明確化の観点から、「教諭
等」と「事務職員」の標準職務例を作成。

働き方改革の普及啓発に向けた学校や教育委員会における
取組事例を発信するとともに、教師の魅力を発信。

≪標準職務例≫
• 標準職務例を作成し、各都道府県等に通知済み（令和２年７月）。

≪普及啓発、魅力発信≫
• 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査を実施し、市町村別に取

組状況を公表。
• 事例展開を中心に構成された「働き方改革フォーラム」を実施（令和２年１月）、教育委員

会や学校現場の事例を集めた「取組事例集」を発行（令和２年３月）
• 新型コロナウイルス感染症対応で多忙となる学校をサポートするため、「学校・子供応援サ

ポーター人材バンク」を立ち上げ（令和２年４月）。登録者２万人を達成（令和２年８月）。
• 「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」において、「教職の魅力向上に関する

取組」を新たなテーマに加え、調査研究を実施中。

≪統計調査≫
• 中間報告を踏まえ、統計に必要なデータの電子化・標準化に取
り組むなど、直ちに取り掛かることが可能な事項から、速やかに
取り組む。

≪その他調査≫
• 引き続きスクラップ＆ビルドの観点から学校向け調査等の実施
について精査を随時実施。

• 特に、新型コロナウイルス感染症に係る学校の負担軽減に向け
て、調査の取扱いについては引き続き検討。

• 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業 に
よる学校現場への影響や負担軽減の観点を踏まえ、令和２
年度調査は中止。

• 本年4月に「全国的な学力調査のCBT化検討ワーキンググ
ループ」を設置し、CBT化する場合のシステムや実施体制
等といった専門的かつ技術的な課題について検討を行い、
本年8月に中間とりまとめとして「論点整理」を公表。

≪改正給特法≫
• 在校等時間等に関する「指針」については、全ての都道府県・指定都市に

おいて、条例・規則等の整備が行われるよう、引き続き状況を把握するとと
もに、必要に応じて指導を行う。

• 休日の「まとめ取り」のための１年単位の変形労働時間制については、希望
する教育委員会への個別相談会等の実施により、引き続き丁寧に説明を
行い、周知を図る。

≪標準職務例≫
• 各教育委員会の人事担当者を集めた説明会や研修会等、機会を捉えて

周知を図る。

• 「論点整理」を踏まえ、引き続き更なる検討を進めるとともに、令
和3年度概算要求において、CBT化に向けて小規模からの試行
、検証を実施するために必要な経費を計上する予定。

• 負担軽減の観点から、学校質問紙調査は平成28年度からWeb
による回答としているが、児童生徒質問紙調査についても、令和
３年度から、一部学校においてパソコンを活用した方式で試行予
定。

• その他、調査に関する各学校との連絡等は、順次ペーパーレス
化し、Ｗｅｂシステム等で行う予定。

≪普及啓発・魅力発信≫
• 働き方改革の取組等に関する文科省サイトの立ち上げと合わせて魅力向上

サイトを立ち上げ、全国の魅力向上策を発信する。
• 教員採用選考試験のデータ分析や、高い採用倍率を維持している教委の

要因分析を行った結果を発信することにより、教師の計画的採用を促す。

統計調査の見直しを令和３年度から順次実施

CBT化に向けた更なる検討、小規模からの試行
の実施

これまでの取組状況と成果 今後の方向性
これまでに示された検討の方向性
（前回（第３回）の推進本部において議論）

学校における働き方改革に係る文部科学省の取組状況①（前回の推進本部開催（R2.1）～現在まで） 資料１



学校の働き方改革を踏まえた部活動改革 概要

持続可能な部活動と教師の負担軽減の両方を実現できる改革が必要

部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務であることを踏まえ、部活動改革の第一歩として、休日に
教科指導を⾏わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築
部活動の指導を希望する教師は、引き続き休日に指導を⾏うことができる仕組みを構築
生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツ・文化活動を実施できる環境を整備

改革の方向性

※ 以上の取組は、主として中学校を対象とし、高等学校においても同様の考え方を基に取組を実施。
※ 私⽴学校は、以上に⽰した公⽴学校の取組を参考に、教師の負担軽減を考慮した適切な指導体制の構築に取り組むことが望ましい。

具体的な方策
Ⅰ．休日の部活動の段階的な地域移⾏（令和5年度以降、段階的に実施）

Ⅱ．合理的で効率的な部活動の推進

休日の指導や⼤会への引率を担う地域⼈材の確保
（育成・マッチングまでの⺠間⼈材の活⽤の仕組みの構築、兼職兼業の仕組みの活⽤）
保護者による費用負担、地方自治体による減免措置等と国による支援
拠点校（地域）における実践研究の推進とその成果の全国展開

地域の実情を踏まえ、都市・過疎地域における他校との合同部活動の推進
地理的制約を越えて、生徒・指導者間のコミュニケーションが可能となるＩＣＴ活用の推進
主に地方⼤会の在り方の整理（実態の把握、参加する⼤会の精選、⼤会参加資格の弾⼒化等）

部活動は、教科学習とは異なる集団での活動を通じた⼈間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる場である。
一方、これまで部活動は教師による献身的な勤務の下で成り⽴ってきたが、休日を含め、⻑時間勤務の要因であることや、
指導経験のない教師にとって多⼤な負担であるとともに、生徒にとっては望ましい指導を受けられない場合が生じる。
中教審答申や給特法の国会審議において「部活動を学校単位から地域単位の取組とする」旨が指摘されている。

部活動の意義と課題
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学校の働き方改革を踏まえた部活動改革のスケジュールについて
2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6）～

国

都道府県
・

市町村

学校体育団体・
競技団体・

文化芸術団体

学校の働き方
改革関連

地域スポーツ・文化環境の整備の推進地域スポーツ・文化環境の整備の推進

部活動指導員の配置支援部活動指導員の配置支援

地方大会の在り方の整理地方大会の在り方の整理地方大会の実態把握地方大会の実態把握

部動改革の全国展開
休日の部活の段階的な地域移行

国による支援方策の検討

部動改革の全国展開
休日の部活の段階的な地域移行

国による支援方策の検討

教師の兼職兼業に関する
整理
教師の兼職兼業に関する
整理

地域スポーツ・文化環境の整備の推進地域スポーツ・文化環境の整備の推進

超勤上限指針の策定・運用超勤上限指針の策定・運用

調査結果を踏まえた給特法改正の
検討
調査結果を踏まえた給特法改正の
検討

教員勤務実態
調査
教員勤務実態
調査

生徒にとって望ましい合理的な地方
大会の推進
生徒にとって望ましい合理的な地方
大会の推進

一
部
施
行

給
特
法

一
部
施
行

給
特
法

教師の兼職兼業による地域部活動への参画教師の兼職兼業による地域部活動への参画

活動時間の適正化の推進活動時間の適正化の推進

施
行

給
特
法

施
行

給
特
法

部活動改革の全国展開
休日の部活動の段階的な地域移行

休日の部活動の指導を望まない教師が

部活動に従事しない環境の構築

部活動改革の全国展開
休日の部活動の段階的な地域移行

休日の部活動の指導を望まない教師が

部活動に従事しない環境の構築

地域部活動・合同部活動を推進するための実践研究の実施
(保護者の費用負担、自治体の減免措置等、国による支援方策の検討を含む)

地域部活動・合同部活動を推進するための実践研究の実施
(保護者の費用負担、自治体の減免措置等、国による支援方策の検討を含む)
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学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

 

はじめに 

文部科学省では、生徒にとって望ましい部活動の環境を構築する観点から、部活動ガ

イドラインを策定し、部活動の適正化を推進している。他方、学校の働き方改革は喫緊

の課題であり、中央教育審議会の答申や給特法改正の国会審議において、「部活動を学校

単位から地域単位の取組とする」ことが指摘されている。 

これらの指摘も踏まえつつ、今回はその第一歩として、学校の働き方改革も考慮した

更なる部活動改革の推進を目指し、部活動ガイドラインで示した「学校と地域が協働・

融合」した部活動の具体的な実現方策とスケジュールを明示するものである。 

部活動をめぐる様々な関係者がそれぞれの立場で協力しながら、以下に示す方策につ

いて段階を踏んで着実に実施することにより、部活動における教師の負担軽減に加え、

部活動の指導等に意欲を有する地域人材の協力を得て、生徒にとって望ましい部活動の

実現を図るものである。 

 

○学校の働き方改革も考慮した部活動改革の考え方 

（部活動の意義と課題） 

・部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであり、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、学習指

導要領に位置付けられた活動である。 

・部活動に参加する生徒にとっては、スポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を得ら

れるとともに、体力や技能の向上に資するだけではなく、教科学習とは異なる集団

での活動を通じた人間形成の機会でもある。部活動は多様な生徒が活躍できる場で

あり、豊かな学校生活を実現する役割を有する。 

・一方で、部活動の設置・運営は、法令上の義務として求められるものではなく、必

ずしも教師が担う必要のない業務と位置付けられている。 

・教師の勤務を要しない日（休日）の活動を含めて、教師の献身的な勤務によって支

えられており、長時間勤務の要因であることや、特に指導経験がない教師には多大

な負担となっているとの声もある。 

（改革の方向性） 

・今回の部活動改革については、公立学校における働き方改革の視点も踏まえ、教師

の負担軽減を実現できる内容とすることが必要である。このため、公立学校を対象

とした部活動改革とするとともに、主として中学校を対象とし、高等学校について

も同様の考え方を基に部活動改革を進める。なお、高等学校における部活動は、学
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校の特色ある活動として位置づけられている場合もあることに留意すべきである。

このような学校については、別途、設置者の責任において、教師の負担軽減を考慮

した適切な指導体制を構築すべきである。私立学校においても、公立学校における

取組も参考にしながら、教師の負担軽減を考慮した適切な指導体制の構築に取り組

むことが望ましい。 

・これまでの部活動は教師による献身的な勤務の下で成り立っており、持続可能な部

活動と学校の働き方改革の両方を実現するためには、特に休日の部活動における教

師の負担軽減を図る必要がある。部活動は、学校教育の一環として行われる活動で

あるが、必ずしも教師が担う必要のないものであることを踏まえ、休日に教科指導

を行わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構

築すべきである。 

・一方で、休日の部活動に対する生徒の希望に応えるため、休日において部活動を地

域の活動として実施できる環境を整えることが重要である。部活動に代わり、生徒

が自主的にスポーツ・文化活動に取り組み、体力や技能の向上を目指す活動機会を

保障する観点から、教師の勤務を要する日（平日）において学校の活動として行わ

れる部活動（学校部活動）と教師の勤務を要しない日（休日）において地域の活動

として行われる部活動（地域部活動）との連携を図りながら、地方自治体等におい

て、地域部活動の実施のために必要な取組を行うことが求められる。 

 

○具体的な方策 

これまで適正な部活動の実現に向けた部活動改革として、部活動指導員などの外部指

導者の活用、活動時間や休養日の基準の設定、短時間で効果的な指導の推進などに取り

組んできたところである。 

今回の部活動改革は、部活動の教育的意義を踏まえつつ、更なる学校の働き方改革を

実現するため、部活動ガイドラインを踏まえた取組の一環として実施するものであり、

具体的には以下の取組を進める。 

 

１．休日の部活動の段階的な地域移行（学校部活動から地域部活動への転換） 

休日の部活動における生徒の指導や大会の引率については、学校の職務として教師

が担うのではなく地域の活動として地域人材が担うこととし、地域部活動を推進する

ための実践研究を実施する。その成果を基に、令和５年度以降、休日の部活動の段階

的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に

従事しないこととする。  




